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電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
作
業
の
た
め
、
救
急
外
来
の
診

療
を
一
時
休
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

◆
救
急
外
来
診
療
休
止
日
時 

２
月
６
日
（
金
）
17
時
～
22
時 

※
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
が
終
わ
り
次

第
、
診
療
を
開
始
い
た
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合 

鰺
ヶ
沢
病
院 

℡ 

72-

３
１
１
１ 

    

旧
木
造
高
校
深
浦
校
舎
の
広
い
グ

ラ
ウ
ン
ド
で
雪
上
競
技
を
楽
し
み
ま

し
ょ
う
！
参
加
者
全
員
で
楽
し
め
る

競
技
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
家
族
み
ん
な
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。 

参
加
の
お
申
し
込
み
は
、
下
記
の
Ｑ

Ｒ
ま
た
は
電
話
で
受
け
付
け
ま
す
。 

◆
日
時 

２
月
11
日
（
水
・
祝
）
９
時
～
13
時 

◆
集
合
・
受
付
場
所 

町
民
体
育
館 

◆
募
集
人
数 

 

町
民
50
人
程
度 

（
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
） 

◆
参
加
料 

１
人 

１
０
０
円 

◆
持
ち
物
・
服
装 

帽
子
、
手
袋
、
長
靴
、
着
替
え
、
飲

み
物
、
お
に
ぎ
り
（
必
要
に
応
じ
て
） 

 

冬
の
野
外
活
動
に
適
し
た
服
装
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。 

◆
競
技
種
目 

そ
り
引
き
リ
レ
ー
・
大
雪
玉
転
が

し
・
雪
中
宝
探
し
・
雪
山
フ
ラ
ッ
グ
な

ど
、
楽
し
い
競
技
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。（
参
加
人
数
、
天
候
等
で
変
更
す
る

可
能
性
あ
り
） 

※
荒
天
等
で
中
止
の
場
合
は
、
前
日
の

17
時
以
降
に
順
次
ご
連
絡
し
ま
す
。 

◆
申
込
期
間 

１
月
16
日
（
金
）
か
ら 

 
２
月
２
日
（
月
）
正
午
ま
で 

□
問
合
せ
先 

深
浦
町
教
育
委
員
会 

教
育
課 

社
会
教
育
係 

℡ 

74-

４
４
１
９ 

    

シ
ニ
ア
層
（
60
歳
以
上
）
を
対
象
と

し
て
、
人
生
１
０
０
年
時
代
に
お
け
る

老
後
の
資
産
運
用
や
終
活
、
成
年
後
見

人
制
度
や
贈
与
・
相
続
、
金
融
ト
ラ
ブ
ル

な
ど
に
つ
い
て
広
く
学
べ
る
講
座
を
開

催
し
ま
す
。
受
講
料
は
無
料
で
す
。 

◆
日
時 

２
月
４
日
（
水
） 

13
時
30
分
～
15
時 

◆
会
場 

深
浦
町
公
民
館 

大
会
議
室 

◆
定
員 

20
人
程
度 

◆
申
込
方
法
・
締
切 

深
浦
町
公
民
館
へ
１
月
30
日
（
金
）

ま
で
に
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

◆
共
催 

深
浦
町
連
合
婦
人
会 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

深
浦
町
公
民
館 

℡ 

74-

２
０
３
１ 

FAX 

82-

０
８
５
８ 

「「
老老
後後
のの
たた
めめ
にに
知知
っっ
てて
おお

きき
たた
いい
おお
金金
とと
暮暮
らら
しし
のの
話話
」」  

受受
講講
者者
募募
集集
のの
おお
知知
らら
せせ  

申
込
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

鰺鰺
ヶヶ
沢沢
病病
院院
かか
らら
のの  おお

知知
らら
せせ  

スス
ノノ
ーー
フフ
ェェ
スス
テテ
ィィ
ババ
ルル  

開開
催催
のの
おお
知知
らら
せせ  
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入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
内

容
を
確
認
の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。 

◆
住
宅
の
概
要 

○
所
在
地 

深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢
29-

７

（
旧
東
北
電
力
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

近
く
） 

○
住
宅
の
構
造
・
間
取
り 

木
造
２
階
建
て
、
一
戸
建
て
住
宅 

３
Ｌ
Ⅾ
Ｋ 

 

１
・
２
階
合
わ
せ
て
99.

64
㎡ 

○
主
な
設
備
等 

 

冷
暖
房
エ
ア
コ
ン(

居
間
１
台)

、
電

気
温
水
器
、
IH
ク
ッ
キ
ン
グ
ヒ
ー
タ
ー

○
家
賃
・
敷
金 

家
賃
：
月
額
４
万
円 

 

敷
金
：
家
賃
２
か
月
分
（
８
万
円
）

◆
募
集
戸
数 

１
戸
（
１
世
帯
） 

◆
入
居
時
期 

２
月
27
日
（
金
）
以
降 

◆
受
付
期
間 

１
月
16
日
（
金
）
か
ら 

２
月
16
日
（
月
）
ま
で 

◆
入
居
資
格 

入
居
す
る
た
め
の
要
件
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。 

◆
申
込
方
法 

入
居
申
込
書
に
必
要
書
類
を
添
付

し
て
建
設
水
道
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
込
書
・
必
要
書
類
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

◆
留
意
点 

申
込
者
多
数
の
場
合
は
選
考
の
う

え
、
入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。 

見
学
を
希
望
す
る
場
合
は
、
問
合
せ

先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

   

 

□
問
合
せ
先 

建
設
水
道
課 

管
理
係 

℡ 

74-

４
４
１
３ 

 
     

    

令
和
８
・
９
年
度
に
深
浦
町
が
発
注

す
る
建
設
工
事
等
の
一
般
競
争
（
指
名

競
争
）
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、

入
札
参
加
に
つ
い
て
資
格
審
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

資
格
審
査
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
入

札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。 

※
原
則
と
し
て
、
期
間
外
の
受
付
（
随

時
受
付
）
は
し
て
い
ま
せ
ん
。 

◆
受
付
対
象 

①
建
設
工
事 

②
測
量
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等 

③
物
品
製
造
・
役
務
の
提
供
等 

◆
受
付
期
間 

２
月
２
日
（
月
）
か
ら 

２
月
27
日
（
金
）
ま
で 

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く 

 

８
時
15
分
か
ら
17
時
ま
で 

※
正
午
か
ら
13
時
ま
で
を
除
く 

◆
受
付
場
所
（
提
出
先
） 

〒
０
３
８-
２
３
２
４ 

青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深

浦
字
苗
代
沢
84
番
地
２ 

深
浦
町
役
場
建
設
水
道
課
管
理
係 

◆
提
出
方
法 

持
参
又
は
郵
送
（
２
月
27
日
消
印
有

効
） 受

領
書
が
必
要
な
場
合
は
、
返
信
用

封
筒
（
切
手
貼
付
）
又
は
返
信
用
ハ
ガ

キ
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。 

◆
有
効
期
間 

２
年
間
（
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で
） 

◆
提
出
書
類 

受
付
対
象
ご
と
に
必
要
書
類
が
異

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
掲
載
の
受
付
要
領
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。 

    

□
問
合
せ
先 

建
設
水
道
課 

管
理
係 

℡ 

74-

４
４
１
３ 

 

深深
浦浦
町町
定定
住住
促促
進進
住住
宅宅    

苗苗
代代
沢沢
住住
宅宅
のの  

入入
居居
者者
をを
募募
集集
しし
まま
すす  

令令
和和
８８･･

９９
年年
度度  

  

入入
札札
参参
加加
資資
格格
申申
請請
書書  

受受
付付
のの
ごご
案案
内内  

町
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

町
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 



  
    

ト
イ
レ
に
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー

以
外
の
も
の
を
流
さ
な
い
で
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
シ
ン
ク
に
油
や
調
理
く
ず

を
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

浄
化
槽
や
汲
み
取
り
の
便
槽
の
中

に
新
聞
、
紙
お
む
つ
、
布
切
れ
、
た
ば

こ
、
生
理
用
品
、
衛
生
用
品
、
廃
油
な

ど
の
異
物
が
混
入
し
て
い
る
と
、
バ
キ

ュ
ー
ム
車
の
ホ
ー
ス
が
詰
ま
っ
た
り
、

し
尿
処
理
施
設
の
配
管
が
詰
ま
っ
た

り
、
し
尿
や
汚
泥
の
処
理
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。 

合
併
浄
化
槽
の
場
合
、
台
所
や
洗
面

所
の
シ
ン
ク
へ
廃
油
や
調
理
く
ず
な

ど
を
流
す
こ
と
も
同
様
で
す
。 

ト
イ
レ
や
シ
ン
ク
に
異
物
を
流
す

こ
と
が
な
い
よ
う
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。 

◆
主
な
異
物
の
例 

下
着
類
、
タ
オ
ル
、
お
む
つ
、
生
理

用
品
、
た
ば
こ
の
吸
い
殻
な
ど 

□
問
合
せ
先 

西
海
岸
衛
生
処
理
組
合
事
務
局 

℡ 

82-

０
０
３
６ 

     

農
地
法
な
ど
の
法
律
に
よ
り
、
自
分

の
所
有
地
で
あ
っ
て
も
無
断
で
所
有

権
移
転
（
売
買
や
贈
与
）
が
で
き
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
次
の
よ
う
に

お
考
え
の
場
合
は
、
農
業
委
員
会
事
務

局
及
び
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

期
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、

お
早
め
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。 

○
農
地
の
売
買
、
貸
し
借
り
な
ど
の
場

合 ○
所
有
農
地
を
農
地
以
外
に
開
発
す

る
転
用
を
行
い
た
い
場
合 

○
他
の
人
の
所
有
農
地
を
転
用
し
て

開
発
を
行
い
た
い
場
合 

○
農
地
の
相
続
等
の
登
記
が
完
了
し

た
場
合 

※
登
記
が
完
了
し
た
ら
速
や
か
に
届

出
し
て
く
だ
さ
い
。 

○
農
地
の
賃
貸
借
契
約
を
解
約
す
る

場
合 

□
問
合
せ
先 

農
業
委
員
会 

℡ 

74-

４
４
２
０ 

広報ふかうら（お知らせ版）③ 
    

禁
煙
し
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
な

か
な
か
禁
煙
で
き
ず
に
い
る
方
を
支

援
し
ま
す
。
禁
煙
外
来
治
療
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。
詳
し
く
は
問
合
せ
先

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

◆
対
象
者 

次
の
項
目
全
て
に
当
て
は
ま
る
方 

・
深
浦
町
に
住
所
の
あ
る
方 

・
禁
煙
外
来
治
療
の
開
始
前
に
町
（
健

康
推
進
課
）
に
事
前
届
出
を
し
て
い
る

方 ・
禁
煙
外
来
治
療
に
つ
い
て
、
町
の
助

成
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
方 

・
禁
煙
外
来
治
療
に
お
い
て
、
禁
煙
治

療
を
完
了
し
た
方
（
保
険
適
用
外
も
対

象
） 

◆
助
成
金
額 

禁
煙
外
来
治
療
に
要
し
た
費
用
の

う
ち
、
本
人
負
担
額
の
２
分
の
１
（
上

限
３
万
円
）
を
助
成 

□
問
合
せ
先 

 

健
康
推
進
課 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

 

浄浄
化化
槽槽
・・
汲汲
みみ
取取
りり
式式  

トト
イイ
レレ
をを
ごご
使使
用用
のの
皆皆
様様
へへ  

    

農
業
経
営
収
入
保
険
に
加
入
す
る
た

め
に
は
、
２
年
以
上
の
青
色
申
告
の
実

績
が
必
要
で
し
た
が
、
令
和
６
年
の
制

度
改
正
に
よ
り
、
１
年
分
の
青
色
申
告

実
績
で
加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 青

色
申
告
の
実
績
期
間
が
短
縮
さ
れ

た
こ
と
で
、
令
和
８
年
か
ら
青
色
申
告

を
さ
れ
る
方
で
あ
れ
ば
、
令
和
９
年
１

月
か
ら
加
入
で
き
ま
す
。 

           

□
問
合
せ
先 

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
青
森 

津
軽
支
所 

 

℡ 

０
１
７
３-

33-

１
５
１
３ 

農農
業業
経経
営営
収収
入入
保保
険険
のの  

  

加加
入入
にに
つつ
いい
てて  

農農
地地
のの
権権
利利
移移
転転
やや  

転転
用用
等等
にに
つつ
いい
てて  

禁禁
煙煙
外外
来来
治治
療療
費費
をを  

助助
成成
しし
まま
すす  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

広報ふかうら（お知らせ版）④ 
    

◆
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
方
法 

確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
か

ら
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

    ◆
申
告
書
作
成
会
場
を
開
設
し
ま
す 

○
場
所 

五
所
川
原
税
務
署
２
階 

○
期
間 

 

２
月
16
日
（
月
）
～
３
月
27
日
（
金
）

※
土
、
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す
。 

贈
与
税
の
申
告
相
談
は
、
火
・
木
曜
日

（
２
月
24
日
を
除
く
）
に
行
い
ま
す
。

３
月
30
日
（
月
）
以
降
は
、
１
階
事
務

室
で
行
い
ま
す
。 

○
開
場 

９
時 

※
入
場
整
理
券
が
な
く
な
り
次
第
終

了
（
最
終
配
付
16
時
） 

○
対
象 

 

所
得
税
、
消
費
税
、
贈
与
税
の
申
告

書
を
作
成
さ
れ
る
方 

○
申
告
期
限 

所
得
税
・
贈
与
税
：
３
月
16
日
（
月
）

消
費
税
：
３
月
31
日
（
火
） 

○
そ
の
他 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
使
用
し
、
ご
自
身
で
申
告
書
等

を
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

五
所
川
原
税
務
署  

個
人
課
税
第
一
部
門 

℡ 

０
１
７
３-

34-

３
１
３
６ 

    
県
税
（
法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・

特
別
法
人
事
業
税
等
）
の
納
税
額
ま
た
は

未
納
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
の
交
付

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

納
税
証
明
書
は
、
納
税
者
の
皆
さ
ん
の

大
切
な
情
報
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。
窓

口
で
の
確
認
を
厳
正
に
行
っ
て
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

郵
送
に
よ
る
交
付
申
請
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

青
森
県
西
北
県
税
事
務
所 

 

納
税
管
理
課 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

    

専
門
ス
タ
ッ
フ
や
弁
護
士
が
お
金

や
暮
ら
し
に
関
す
る
悩
み
な
ど
に
つ

い
て
、
丁
寧
に
聴
き
取
り
し
、
一
緒
に

解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
ま
す
。 

◆
日
時 

２
月
28
日
（
土
） 

10
時
～
16
時 

◆
場
所 

信
用
生
協
弘
前
事
務
所 

◆
対
象
の
相
談 

①
お
金
の
問
題
（
多
重
債
務
問
題
な

ど
）
、
②
遺
産
相
続
、
③
不
動
産
売
買
、 

④
税
金
等
公
共
料
金
の
滞
納
、
⑤
Ｄ

Ⅴ
・
離
婚
問
題
、
⑥
そ
の
他
く
ら
し
に

関
す
る
悩
み
事 

◆
相
談
料 

無
料 

※
た
だ
し
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。 

□
予
約
・
問
合
せ
先 

信
用
生
協 

弘
前
事
務
所 

℡ 
０
１
２
０-

１
０
２-

３
５
４ 

 

    

当
調
査
は
、
お
住
ま
い
の
地
域
の
観

光
に
対
す
る
考
え
方
や
思
い
を
知
る

た
め
の
も
の
で
す
。
い
た
だ
い
た
回
答

は
、
津
軽
地
域
の
観
光
促
進
の
た
め
の

参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

◆
特
典 

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
回
答
い
た
だ
い

た
方
の
中
か
ら
抽
選
で
、
３
か
月
ご
と

に
15
名
様
へ
津
軽
地
域
の
特
産
品
セ

ッ
ト
（
３
，
０
０
０
円
相
当
）
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。 

◆
調
査
期
間 

２
月
末
ま
で 

※
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
は
、
お
一
人
様

１
回
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

     

□
問
合
せ
先 

（
一
社
）C

la
n
P
E
O
N
Y

津
軽 

℡ 

０
１
７
２-

88-

６
０
９
０ 

ﾒｰﾙ 
c
p
t
s
u
ga
ru
@
g
m
a
i
l
.c
om
 

 

ママ
イイ
ナナ
ンン
ババ
ーー
カカ
ーー
ドド
でで

自自
宅宅
かか
らら  

スス
ママ
ホホ
でで
ｅｅ--

ＴＴ
ａａ
ｘｘ  

住住
民民
観観
光光
意意
識識
調調
査査
へへ
のの  

ごご
協協
力力
のの
おお
願願
いい  

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
・
プ
レ
ゼ

ン
ト
応
募
は
コ
チ
ラ
か
ら
▼ 

詳
細
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

県県
税税
納納
税税
証証
明明
書書
のの  

おお
知知
らら
せせ  

県
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

「「
解解
決決
のの
糸糸
口口
をを
見見
つつ
けけ

にに
行行
ここ
うう
！！
」」
相相
談談
会会  



   

 

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、
こ
れ
ま

で
任
意
だ
っ
た
相
続
登
記
が
法
律
上

義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。 

 

相
続
人
は
、
不
動
産
（
土
地
・
建
物
）

を
相
続
で
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た

日
か
ら
３
年
以
内
に
、
相
続
登
記
を
法

務
局
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

ま
た
、
遺
産
分
割
の
話
し
合
い
で
不

動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
も
、
遺
産
分

割
か
ら
３
年
以
内
に
、
登
記
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
最
寄
り
の
法
務
局
や

登
記
の
専
門
家
で
あ
る
司
法
書
士
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

  

  

□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
登
記
部
門 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
３
３
０ 

 

   

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
、
こ
れ
ま

で
任
意
だ
っ
た
住
所
、
氏
名
及
び
会
社
・

法
人
の
名
称
の
変
更
登
記
が
法
律
上
義

務
化
さ
れ
ま
す
。 

所
有
権
の
登
記
名
義
人
は
、
住
所
、

氏
名
及
び
会
社
・
法
人
の
名
称
変
更
の

日
か
ら
２
年
以
内
に
、
変
更
登
記
を
法

務
局
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

令
和
８
年
４
月
１
日
よ
り
前
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
も
対
象
と
な
り
、
令
和

10
年
３
月
31
日
ま
で
に
変
更
登
記
を

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
最
寄
り
の
法
務
局
や
登

記
の
専
門
家
で
あ
る
司
法
書
士
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

   □
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
登
記
部
門 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
３
３
０ 

    

皆
さ
ま
が
作
成
し
た
自
筆
証
書
遺

言
書
を
法
務
局
に
預
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
遺
言
書
が
あ
れ
ば
自
身
の
財

産
を
確
実
に
ご
家
族
な
ど
に
託
す
こ

と
が
で
き
、
相
続
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル

も
未
然
に
防
止
で
き
ま
す
。 

 

遺
言
者
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
ご
自

身
が
指
定
し
た
方
へ
「
法
務
局
で
遺
言

書
を
保
管
し
て
い
る
」
旨
の
通
知
を
送

付
す
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。 

 

遺
言
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
、
ぜ

ひ
こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
最
寄
り
の
法
務
局
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

   
□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
供
託
課 

℡ 

０
１
７-
７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

℡ 

０
１
７
３-
34-
２
３
３
０ 

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

相相
続続
登登
記記
のの
申申
請請
がが  

義義
務務
化化
ささ
れれ
まま
しし
たた  

法
務
省
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 

住住
所所
・・
名名
前前
のの
変変
更更
登登
記記
がが

義義
務務
化化
ささ
れれ
まま
すす  

法
務
省
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 

法法
務務
局局
のの
自自
筆筆
証証
書書
遺遺
言言
書書

保保
管管
制制
度度
をを  ごご

利利
用用
くく
だだ
ささ
いい  

法
務
省
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 

有料広告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 

令令和和８８年年度度町町県県民民税税等等のの申申告告相相談談をを行行いいまますす  令令令令和和和和８８８８年年年年度度度度町町町町県県県県民民民民税税税税等等等等のののの申申申申告告告告相相相相談談談談をををを行行行行いいいいまままますすすす    
    

■■  申申告告期期間間  令令和和８８年年２２月月６６日日（（金金））～～３３月月１１６６日日（（月月））※※土土・・日日曜曜日日・・祭祭日日はは除除くく。。  

（（33 月月４４日日（（水水））とと 33 月月 11１１日日（（水水））はは、、シシスステテムムデデーータタ更更新新ののたためめ申申告告受受付付はは行行いいまませせんん。。））   

■■  受受付付時時間間  ９９：：００００～～１１５５：：３３００（（1111：：3300～～1133：：0000 はは休休憩憩時時間間））  

■ 申申告告会会場場  会会場場及及びび申申告告相相談談日日程程表表はは別別紙紙をを参参照照ししててくくだだささいい  
 

 令和７年１月１日～令和７年１２月３１日の収入や所得控除等について申告してください。申告

期間中は会場が混雑しますので、申告相談に必要な書類は、事前に整理・集計しておくとともに、

その内容について答えることができる方が申告してくださるようお願いします。  

 なお、申告していないと、所得証明書などの交付や国民健康保険税、各種福祉関係の料金算定・軽減・

支給などの判定ができない場合がありますので、申告が必要な方は必ず申告してください。 
 
◆◆  申申告告がが必必要要なな方方  （令和８年１月１日現在、深浦町に住所があり、次に該当する方） 

①営業等、農業、不動産、譲渡、一時、配当などの収入があった方 

②給与所得者で、会社で年末調整していない方や、２ヶ所以上の会社から給与を受けた方 

③給与または公的年金等の収入があった方で、ほかにも収入があった方 

④給与または公的年金等の収入があった方で、源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除・社会

保険料控除・扶養控除、または医療費控除や寄付金控除・雑損控除などを受けようとする方 

⑤令和７年中に会社を退職した方 

⑥国民健康保険に加入している方 

⑦公共事業（県や町等）や個人で土地等を売った方 

⑧インボイス発行事業者 

 

  

①税務署に所得税の確定申告をした（する）方 

②給与収入のみの方で、勤務先から町に給与支払報告書（年末調整済）が提出されていて、雑損控除、

医療費控除、寄付金控除などを受けない方 

③公的年金等の収入のみの方で、年金支払者から町に公的年金支払報告書が提出されていて、雑損控

除、医療費控除、寄付金控除などを受けない方 

④遺族・障害年金の収入のみの方（他の所得がある場合は、申告が必要となります。） 
  

 

①マイナンバーカード（※作成されていない方は通知カードと身元確認書類（運転免許証等）が必要です。）  

②給与所得者及び年金所得者は、源泉徴収票 

③上記②以外の方は、所得金額の計算に必要な帳簿書類、領収書等（収入と支出がわかるもの） 

④生命保険や地震保険に加入している方は、控除証明書 

⑤国民健康保険等に加入している方は、領収書 

⑥国民年金に加入している方は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書または領収書 

⑦医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書。 

 ※医療費控除の明細書は、役場税務会計課・大戸瀬支所・岩崎支所にございますので、申告前に必要事項

を記入し、申告会場へ持参願います。 

⑧障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳または療育手帳等  

⑨マスク（必ず着用する必要はございません。自己判断で着用願います。） 

⑩その他必要と思われる関係書類 

※税務署から確定申告に係る通知ハガキが送付された方は、申告会場に必ず持参してください。 

※給付金等を受給されている方は、給付額が分かるもの（通帳等）及び支給決定通知書を持参してください。 

※令和４年分の確定申告で雑損控除を適用した方（令和４年８月の大雨で家屋・家財・車両を被災した方）

は、関係書類の持参は不要ですが、今年も申告会場で必ず申告を行ってください 。繰越控除額が適用できます。 

   

◆◆  申申告告にに必必要要なな書書類類等等    

◆◆  申申告告がが不不要要なな方方    

        
帳
簿
や
領
収
書
な
ど

の
整
理
を
お
願
い
し

ま
す 

≪≪申申告告にに関関すするるおお問問合合せせ先先≫≫  税税務務会会計計課課  税税務務係係  ℡℡7744--22111144（（直直通通）） 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

月 日 曜 対象地区 受付時間 場　　　　所

66 金金 岩　　坂　・　柳　　田

99 月月 北金１区　・　北金２区

1100 火火 北金３区　・　関   　 　

1122 木木 晴　　 山　・　田 野 沢

13 金

２２ 1166 月月 沢　　辺

1177 火火 岩 崎 下　・　岩 崎 中

1188 水水 岩 崎 上　・　松　　神 

月月 1199 木木 正　　久　・　黒　　崎 

2200 金金 森　　山  ・  大 間 越

24 火

2255 水水 風 合 瀬　・　長 慶 平 

2266 木木 驫　　木　・　松　　原 

2277 金金 相 野 山　・　塩 見 崎 

22 月月 広　　戸　・　東　　野 

33 火火 横　　磯　・　舮　　作 

4 水

３３ 55 木木 ３　　区　・　４　　区 

66 金金 ６　　区　・　７　　区 

月月 99 月月 川 原 町　・　崎 の 町 

1100 火火 ５　　区　・　１２　区 

11 水

1122 木木 ＜町内全地区＞

1133 金金 ＜町内全地区＞

1166 月月 ＜町内全地区＞

町町  県県  民民  税税  等等  申申  告告  相相  談談  日日  程程  表表

《移動日》　　申告システム機器の移動、設置のため申告受付はできません。

※※当当日日のの朝朝にに風風邪邪ののよよううなな症症状状又又はは３３７７．．５５度度以以上上のの熱熱ががああるる場場合合はは、、他他のの日日にに申申告告ししてていいたただだくくよよううおお願願いい
いいたたししまますす。。
※※各各会会場場とともも開開始始直直後後がが混混雑雑ししまますすののでで、、可可能能なな方方はは時時間間ををずずららししてておおいいでで下下ささるるよよううおお願願いいししまますす。。
　　
　　　　　　　　　　　　◆◆おお問問合合せせ先先：：税税務務会会計計課課　　電電話話7744--22111144＜＜利利用用時時間間　　平平日日のの88：：1155～～1177：：0000ままでで＞＞

《移動日》　　申告システム機器の移動、設置のため申告受付はできません。

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300

システムデータ更新のため、申告受付はできません。

大大  戸戸  瀬瀬  支支  所所　　１１階階　　会会議議室室

岩岩　　崎崎　　支支　　所所　　１１階階　　会会議議室室
99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300
役役　　場場　　本本　　庁庁　　１１階階ロロビビーー

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300
役役　　場場　　本本　　庁庁　　１１階階ロロビビーー

99：：0000～～1111：：3300

1133::0000～～1155：：3300
役役　　場場　　本本　　庁庁　　１１階階ロロビビーー

システムデータ更新のため、申告受付はできません。



 
 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

 

 

 

大学、短期大学や専門学校等に進学、または、在学中の方への経済的支援を図るため、高

等教育修学支援資金の貸与を実施しています。 

次のとおり受付しますので、希望される方はお申し込みください。 

 

◆制度の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込期限  ３月１８日（水）まで 

 

◆申込方法 

町教育委員会（役場３階）、町民課総合窓口（役場１階）、大戸瀬支所、岩崎支所に備え付

けの「修学支援資金貸与申請書」に以下の書類を添えて町教育委員会へ提出。 

○入学許可書（申請の段階では合格通知書で可）、または、在学証明書の写し 

 

◆貸付条件 

貸与は同一世帯内で１人（借り受け中の方がいる期間は、新規貸与しません） 

 

◆貸付方法 

資金を借り受ける学生自身の預金等口座へ３か月ごと（４・７・１０・１月）に振り込み

します。 

 

◆保証人など 

資金の借入者は当該学生となり、保証人として保護者、他に連帯保証人１名が必要です。 

 また、連帯保証人は、原則、町内在住者で現在所得のある方をお願いしています。 

 町内在住者に連帯保証人がいない場合は、ご相談ください。 

 

◆貸付の決定 

町貸与審査会において審査の上、貸与者を決定し、４月上旬に通知します。 

 貸与決定後、借用証書作成にあたり、申請者、保証人、連帯保証人３者の印鑑登録証明書

が必要となります。当該学生の印鑑登録がお済でない場合は、印鑑登録手続きが必要です。 

 

□問合せ先 深浦町教育委員会 教育課 学務係    

ＴＥＬ ７４－４４１９（直通） 

 

「「高高等等教教育育修修学学支支援援資資金金」」貸貸付付受受付付中中  
～～進進学学者者をを支支援援ししまますす～～  

【【大大学学生生及及びび大大学学院院生生、、短短期期大大学学生生及及びび同同等等のの学学校校】】  

・貸与金額  月額４万円以内 

・貸与期間  ２～６年間（在学期間中）※年度毎の貸与 

・償還期間  貸与終了後直ちに償還が始まり、貸与期間と同期間から２倍 

までの期間内（例：４年間貸与の場合は、８年以内で償還） 

・利    子  無利子 

・貸与者数  大学生、大学院生、短期大学生及び同等の学生 ２０人以内 

・対 象 者  町に引き続き６か月以上居住している者の子等 


